
　2021 年度卒業・修了予定者等の採用活動  
　の留意点～厚労省要請

◆厚生労働省等からの要請事項
2021 年度卒業・修了予定者等を対象とした就職・採用活動
については、３月１日より企業の広報活動の開始、６月１日
から採用選考活動の開始が予定されているところですが、新
型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、学生等が安心して
就職活動に取り組める環境を整備することが求められていま
す。そのため、文部科学省・厚生労働省・経済産業省から経
団連宛てに、2021 年度卒業・修了予定者等の就職・採用活
動に関する要請が出されました（２月 19 日）。要請には、こ
れからの企業の採用活動にあたって留意していただきたい事
項がまとめられていますので、確認していきましょう。

◆オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する際の
留意点
①新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンライン
による企業説明会や面接・試験の実施が可能な企業について
は、オンラインを積極的に活用し、その旨を情報発信する。
また、②オンラインを活用する際は、通信手段や使用ツール
など、どのような条件で実施するかについて、事前に明示し、
学生が準備する時間を確保する。③通信環境により、音声・
映像が途切れる場合等には、学生等が不安にならないよう対
応する。④オンライン環境にアクセスすることが困難な学生
等に対しては、対面や他の通信手段による企業説明会や面接・
試験も併せて実施する、ことを要請しています。

◆対面による企業説明会や面接・試験を実施する際の留意点
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、いわゆる３密（密
閉空間、密集場所、密接場面）になることのないよう、広報
活動日程および採用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程
の設定や、秋採用・通年採用などによる一層の募集機会の提
供を行うことを要請しています。

◆その他学生等への配慮

工事が好調な「建設」（54.6％）や、ＩＴ人材の不足が続く「情
報サービス」（53.3％）、「自動車・同部品小売」（51.8％）な
どが５割台で続いています。また、「電気通信」（44.4％）は
在宅勤務などリモート需要の高まりから増加しています。

◆月次の人手不足割合は、２度目の緊急事態宣言が発出され
た 2021 年１月に再び減少
人手不足割合を月次の推移でみると、１度目の緊急事態宣言
が５月に解除されて以降、人手不足割合は緩やかに上昇傾向
にあったものの、再び同宣言が発出された 2021 年１月は減
少となりました。
企業からは「２度目の緊急事態宣言で、荷動きは鈍くなった」
といった声が多い一方で、「仕事が多く電気設備工事の現場
職が少し足りていない」との意見もみられます。

◆非正社員の人手不足は 19.1％、「電気通信」は 51 業種中
で唯一の前年同月比増加
非正社員が「不足」していると回答した企業は 19.1％となり

（前年同月比 10.1 ポイント減）、１月としては 2013 年（16.4％）
以来、８年ぶりに２割を下回りました。「適正」は 65.3％（同
3.4 ポイント増）、「過剰」は 15.5％（同 6.6 ポイント増）と
なりました。

◆「飲食店」の人手不足割合は大幅に減少、「旅館・ホテル」
は過去最低に
新型コロナウイルスの影響が拡大するまで人手不足が顕著
だった「飲食店」と「旅館・ホテル」について月次でみると、
正社員・非正社員それぞれで大幅な減少傾向にあります。

「GoTo キャンペーン」の利用が広がった 2020 年 10 月・11
月を山にして、２度目の緊急事態宣言の発出や「GoTo キャ
ンペーン」の一時停止も加わり、2021 年１月にかけてさら
に減少しました。
雇用調整助成金などの支援策はあるものの、これ以上の厳し
い局面を招く前に新たな支援策の実施が求められています。
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学生等が発熱等のやむを得ない理由により、企業説明会をは
じめ、面接・試験に出席できないことがあっても、その後の
採用選考に影響を与えることがないようにし、また、その旨
を積極的に情報発信するよう要請しています。

◆新卒者等の採用維持・促進に向けた取組み（企業への支援）
また、政府は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳し
い事情を抱えている新卒者等や企業に対しての採用維持・促
進に向けた取組みをすすめています。企業に対する支援とし
ては、新卒採用等による人材確保等への投資促進（令和３年
度税制改正事項）や、新卒採用を継続する地域の魅力ある中
堅・中小企業の公表、新卒者等と採用意欲のある中小企業と
のマッチング促進などがあります。

　２度目の緊急事態宣言で人手不足の
　企業は減少～帝国データバンク調査

人手不足に対する企業の見解について、帝国データバンクが
１月 18 日～ 31 日にかけて全国の２万 3,695 社を対象に調査
を実施し、１万 1,441 社（48.3％）から回答を得ました。

◆正社員不足は 35.9％、公共工事が好調な「建設」や「情報
サービス」で高い
現在の従業員の過不足状況を尋ねたところ、正社員について

「不足」していると回答した企業は 35.9％となりました。新
型コロナウイルスの感染が拡大する直前だった 2020 年１月
から 13.6 ポイント減少し、１月としては 2014 年（36.6％）
とほぼ同水準まで低下しました。「適正」と回答した企業は
46.5％で同 5.6 ポイント増加。「過剰」と回答した企業は
17.6％で同 8.0 ポイント増となりました。

「不足」している企業を業種別にみると、「放送」が 56.3％で
トップとなりました。また、国土強靭化対策などにより公共
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　　今月の税務と労務の手続

12 日
○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
　　［郵便局または銀行］
○　雇用保険被保険者資格取得届の提出
　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞
　　［公共職業安定所］

15 日
○　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
　　［市区町村］

30 日
○　預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］
○　労働者死傷病報告の提出
　　＜休業４日未満、１月～３月分＞［労働基準監督署］
○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○　健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提
　　出［公共職業安定所］
○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）
　　＜雇入れ・離職の翌月末日＞
　　［公共職業安定所］
○　公益法人等の法人住民税均等割の申告納付
　　［都道府県・市町村］
○　固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞
　　［郵便局または銀行］
　　　※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間
（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限までのいずれか
遅い日以降の日までの期間）
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